
  

1 

○ 

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事

項
（
平
成
二
十
六
年
金
融
庁
告
示
第
七
号
） 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う

に
改
め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

［
略

］
 

（
別

紙
様

式
第

三
号

）
 

［
同

左
］

 
（

別
紙

様
式

第
三

号
）

 
 

［
別

葉
２

］
 

［
別

葉
１

］
 

［
略

］
 

［
同

左
］

 
（

別
紙

様
式

第
第

六
号

）
 

 
［

別
葉

４
］

 
（

別
紙

様
式

第
六

号
）

 
 

［
別

葉
３

］
 

［
略

］
 

［
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


